
  資料３ 

 

１ 教育大綱の策定の趣旨 
 

教育大綱は、平成２７年４月１日に改正された「地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（以下、「地方教育行政法」という。）」第１条の３に規定するも

ので、市長が、教育基本法第１７条第１項に規定する基本的な方針を参酌し、

市の実情に応じて、市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策を定

めるものと義務づけられています。 

また、大綱の策定においては、地方教育行政法第１条の４第１項に基づき設

置した「桐生市総合教育会議」において、協議・調整を行うものです。 

 

２ 教育大綱の位置付け 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桐生市新生総合計画（平成２０年度～平成２９年度）１０か年 

 

・前期基本計画（平成２０年度～平成２４年度）５か年 

・後期基本計画（平成２５年度～平成２９年度）５か年 

参考 

桐生市教育大綱 
 

平成２７年度から平成２９年度までの３か年 

平成２９年度見直し 

  （総合計画との整合性を図り以降５か年） 

桐生市教育行政方針（毎年度策定） 

 

具体的な施策 

 

国の教育振興基本計画

における基本的な方針 

参酌 


